
総合評価競争入札の
改正について

令和３年１２月１日

指導検査課
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【地域活性型における評価タイプの追加】

１ 「企業チャレンジ２」の創設

【評価項目などの改正】

１ 「CCUSの活用」の追加

２ 施工計画における提案数の制限

【技術重視型の評価項目の改正】

１ 週休２日、ICT活用及びCCUSの活用の取組や実績を評価項目に追加

【橋梁工事等における不調・不落対策】

１ 発注者指定工事評価型を橋梁工事等の府外企業対象工事に拡大

改正内容
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地域活性型における評価タイプの追加

標準型

簡易型

若手・女性 若手・女性技術者を評価

大規模案件等の技術的な工
夫の余地が大きい案件

技術重視型
受注機会

スタンダード

発注者指定

週休２日工事

ICT活用工事

企業チャレンジ

予定価格：概ね4,500万円以上
（簡易な施工計画を求める）

予定価格：概ね1,000万円以上
（簡易な施工計画を求める場合がある）

受注実績のない企業を評価

発注者が指定した工事の受注
実績を評価

週休２日の取組みを評価

ICT活用の取組みを評価

他より評価項目が少ないタイプ

地域活性型

新規
企業ﾁｬﾚﾝｼﾞ２ 地域に貢献する優良な企業の

評価
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【落札者決定基準（自由枠（チャレンジ枠））】

「企業チャレンジ２」の創設

【目的】
同一等級内の下位業者であっても、「技術と経営に優れ地域に貢献す

る優良な企業」を評価する

【変更点】
・雇用に関する評価項目などを必須項目から選択項目へ変更
・「自由枠（チャレンジ枠）」を評価項目に追加
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評価内容 加算点
発注者が指定した取組みの内、２つに取り組む 1.0点
発注者が指定した取組みの内、１つに取り組む 0.5点
発注者が指定した取組みの実施予定はない 0点
※その他の評価項目については、落札決定基準表を参照



【落札者決定基準】

評価項目などの改正 （CCUSの活用）

【目的】
「技能者」の処遇の改善や技能の適正な評価を図ることを目指す「建

設キャリアアップシステム（CCUS）」の普及

【変更点】
「建設キャリアアップシステム（CCUS）」への事業者登録及び活用を

評価項目に追加
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評価内容 加算点
CCUSへの事業者登録及び活用（当該工事での実施） １点
CCUSへの事業者登録なし ０点



【落札者決定基準】

評価項目などの改正 （施工計画における提案数の制限）

【目的】
施工計画に対して、過度な提案による受注者の負担軽減を図るため、

提案数を制限する

【変更点】
施工計画に対し、提案は最大で３つまでとする（超過した場合０点）
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評価内容 加算点
必要事項の記載が適切であり、さらに工夫が複数見られる又は高度である。 2点
必要事項の記載が適切であり、さらに工夫が見られる 1.5点
必要事項の記載が適切である。（共通仕様書程度） 1点
必要事項の記載がないものがある又は提案数が超過している。 0点
記載がない又は不適 失格



【落札者決定基準（選択項目として追加）】

技術重視型の評価項目の改正

【目的】
建設業界における、働き方改革・生産性向上への取組みやCCUSの普及

【変更点】
技術重視型においても、週休２日、ＩＣＴ活用及びCCUSの活用の取組

みや実績を評価項目に追加
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評価内容 加算点

４週８休以上を実施 1.0点

４週６休以上４週８休未満を実
施する

0.5点

実施しない又は過去に加点され
たが取り組まなかったもの

0点

評価内容 加算点

５つの施工プロセスを実施 1.0点

３つ以上の施工プロセスを実
施する

0.5点

実施しない又は過去に加点さ
れたが取り組まなかったもの

0点

評価内容 加算点

CCUSへの事業者登録及び
活用（当該工事での実
施）

１点

CCUSへの事業者登録なし ０点

※３つの評価内容とも地域活性型と共通



【落札者決定基準】
橋梁工事等の府外企業が対象となる工事における「発注者指定工事評

価型」の試行にあたっては、総合評価委員会での審議により、評価項目
を決定する。

橋梁工事等における不調・不落対策

【目的】
府外企業が対象となる橋梁工事等における不調・不落の解消

【変更点】
不調・不落対策として試行している「発注者指定工事評価型」の評価

点等を一部改正の上、橋梁工事等の府外企業が対象となる工事でも試行
を予定
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9
表：落札者決定基準表 ※着色部は、今回改正点

技術重視 地域活性

スタンダード 若手・女性 受注機会 発注者指定 週休２日 ＩＣＴ活用 企業ﾁｬﾚﾝｼﾞ 企業ﾁｬﾚﾝｼﾞ2

合計（最大） 14.8 14.3 12.5 14.8 13.5 14.8 14.8 10.5 14.5
合計（最小） 12.8 8.8 8 8.8 8 8 8 8 8

-

施工体制における府内企業の下請の状況

-

受注実績
発注年度の４月１日から公告日までの受注実
績

1 - - - △- ○

CCUSの活用 CCUSへの事業者登録及び活用 1 △ △ △△ △

発注者指定工事の受
注実績

過去２年間における発注者指定工事の受注実
績
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-

3 ○

地域への貢献

その他

緊急時の現場対応 主たる営業所の所在地 1 △

府内企業の下請

府内資材調達 指定資材の府内調達の状況 1 ○

地域維持業務の実績
冬期維持管理部門（除雪等業務委託）又は維
持修繕部門（小修繕工事）の実績

1 △

雇用

「技術職員数」の維持 0.5 ○地域調達・雇用

1 -

生産性向上への取組

働き方改革への取組

ＩＣＴ活用工事の取組・実績 1

1

-

施工計画

品質管理 2 ○

週休２日工事の取組・実績

配置予定技術者

同規模工事の監理技術者又は主任技術者と
しての最高評点

1 ○

施工管理・安全管理等 2(4) ○

建設機械保有
経営事項審査において加点対象となる建設機
械の保有状況

1

表彰 1京都府地域づくり優良工事施工者表彰

若手又は女性技術者の配置 1 -

△

--

技術者の継続教育（ＣＰＤ） 0.8 ○ ○ - -○

○ -

△

-

△ △ △

-

△

- -

0.5 ○ ○

-

災害協定の有無 災害協定の締結の有無 0.5 △ △ △

△ △

自由枠（チャレンジ枠） 発注者が提示する内容への取組み - -1

災害協定の締結
工事箇所を所管する土木事務所長と災害協定
を締結している団体の構成員

各業種毎に雇用している「技術職員数」
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